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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を撮影して取得された３次元画像データに対して投影領域を設定する領域設定ス
テップと、
　前記投影領域の画像データを投影して投影像を生成する生成ステップと、
　前記投影像を表示する表示ステップと、
　前記投影領域の変更を行う領域変更ステップと、
　前記投影領域が変更される毎に、前記生成ステップと前記表示ステップとを行う繰り返
しステップと、を備えた投影像生成方法において、
　前記繰り返しステップは、前記投影領域を所定量毎に拡大若しくは縮小を所定回数繰り
返すことを特徴とする投影像生成方法。
【請求項２】
　請求項１記載の投影像生成方法において、
　前記領域設定ステップは、前記３次元画像データから構成された複数の基準投影像上で
それぞれ行われ、各基準投影像上で設定された領域の共通領域又は総和領域を前記投影領
域とすることを特徴とする投影像生成方法。
【請求項３】
　請求項２記載の投影像生成方法において、
　投影方向を設定するための複数の方向ベクトルが表示され、
　前記領域設定ステップ又は前記領域変更ステップにおいて、前記方向ベクトルの方向が
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設定され、
　前記生成ステップは、前記複数の方向ベクトルの合成方向に前記投影領域の画像データ
を投影して前記投影像を生成することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項４】
　被検体を撮像して該被検体の３次元画像データを取得する撮像手段と、
　前記３次元画像データに対して投影領域を設定する領域設定手段と、
　前記投影領域の画像データを投影して投影像を生成する投影像生成手段と、
　前記投影像を表示する表示手段と、
　前記投影領域の変更を行う領域変更手段と、を備え、
　前記領域変更手段は、前記投影領域を所定量毎の拡大若しくは縮小を所定回数繰り返し
、
　前記投影領域が変更される毎に、前記投影像生成手段は変更された投影領域の投影像を
生成し、前記表示手段は、生成された投影像を表示することを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項４記載の画像処理装置において、
　前記表示手段は、前記３次元画像データから構成された複数の基準投影像を表示し、前
記領域設定手段は、各基準投影像上で設定された領域の共通領域又は総和領域を前記投影
領域とすることを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項４記載の画像処理装置において、
　前記表示手段は、投影方向を設定するための複数の方向ベクトルを表示し、
　前記投影像生成手段は、前記複数の方向ベクトルの合成方向に前記投影領域の画像デー
タを投影して前記投影像を生成することを特徴とする画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、MRI装置、X線CT装置等の医用画像診断装置で撮影した3次元画像データの
投影像を取得するための投影像生成方法に関し、特に投影すべき領域を制限して所望の領
域のみ抽出して投影する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　MRI装置、X線CT装置等の医用画像診断装置では、被検体の断層像を撮影することができ
、複数の断層像をスライス面に垂直な方向に積み重ねることにより3次元画像データを得
ることが可能である。このような3次元画像データは、通常投影像として表示される。
【０００３】
　3次元画像データを投影する手法として、一般的に光線軌跡法が採用される。この方法
では、3次元画像データと2次元平面(投影面)を3次元空間に配置し、2次元平面から3次元
画像データに向かって仮想的な光線を投射し、光線上にある3次元画像データ中の画素の
値を用いて、2次元平面上の対応する画素の値を決定する。その際、光線上の画素のうち
最大輝度値を投影する手法が最大値投影法(MIP; Maximum Intensity Projection)、最小
輝度値を投影する手法が最小値投影法であり、描出しようとする組織に応じて適宜選択さ
れる。また3次元画像データの各画素に不透明度を与え、通過する光の量に基いて投影像
を構成するボリュームレンダリング法などの投影法もある。
【０００４】
　投影像を生成する場合に、3次元画像データの全てを投影対象とすると、必要の無い領
域まで含んで投影されてしまい、特に、医療画像であれば、診断しにくい投影像となるか
、又は、誤診を招く危険性がある。そこで、必要な領域のみを投影対象とするために、投
影対象領域を制限(クリッピング)して所望の領域のみ選択して、そのクリッピング領域に
対して投影処理を行って投影像を得ることが行われている(例えば、特許文献1のステップ
２７)。
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【特許文献１】特開2003-33349号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、クリッピング領域の設定は、異なる方向に投影された複数の投影画像を参照し
て、操作者による手動で行われている。所望の領域のみ投影されるようにするためには、
操作者は、クリッピング領域の位置やサイズを調整する試行錯誤を繰り返して、その都度
投影像を確かめながら、所望の投影像を得るまでこのような操作を繰り返している。その
ため、このような操作が煩雑であり、所望の投影像が得られるまでに時間がかかる課題が
ある。
【０００６】
　そこで本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、3次元画像データの
投影領域を制限(クリッピング)して、所望の投影像を得るための試行錯誤を無くすと共に
、その操作を容易にして短時間で所望領域の投影像が得られるような投影像生成方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する本発明の投影像生成方法は、被検体を撮影して取得された３次元画
像データに対して投影領域を設定する領域設定ステップと、前記投影領域の画像データを
投影して投影像を生成する生成ステップと、前記投影像を表示する表示ステップと、前記
投影領域の変更を行う領域変更ステップと、前記投影領域が変更される毎に、前記生成ス
テップと前記表示ステップとを行う繰り返しステップと、を備えたことを特徴とする。
　また、上記課題を解決する本発明の画像処理装置は、被検体を撮像して該被検体の３次
元画像データを取得する撮像手段と、前記３次元画像データに対して投影領域を設定する
領域設定手段と、前記投影領域の画像データを投影して投影像を生成する投影像生成手段
と、前記投影像を表示する表示手段と、前記投影領域の変更を行う領域変更手段と、を備
え、前記領域変更手段は、前記投影領域を所定量毎の移動又は拡大若しくは縮小を所定回
数繰り返し、前記投影領域が変更される毎に、前記投影像生成手段は変更された投影領域
の投影像を生成し、前記表示手段は、生成された投影像を表示することを特徴とする。

【発明の効果】
【０００８】
　本発明の投影像生成方法によれば、3次元画像データの投影領域を制限(クリッピング)
して、所望の投影像を得るための試行錯誤を無くすと共に、その操作を容易にして短時間
で所望領域の投影像が得られるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の投影像生成方法の実施の形態を図面を参照して説明する。
　図1は、本発明の投影像生成方法が実施される医用画像表示装置の一例の全体構成を示
す図であり、この医用画像表示装置(以下、単に画像表示装置ともいう)100は、MRI装置、
X線CT装置などの撮像装置200から送られる画像データを入力し、画像処理し、画像として
表示させるとともに操作者への操作手段を提供するGUIを表示させる画像処理部(CPU)101
と、画像やその他のデータを一時的に記憶するメモリ102と、撮像装置200から送られる画
像や画像処理部101で作成された投影像、GUIのためのテンプレート等の画像を保存する磁
気ディスク等の記憶装置103と、GUI及び画像を表示するディスプレイ104と、ディスプレ
イに表示されたGUIの操作を行うポインティングデバイス等の入力手段105とを備えている
。
【００１０】
　本実施形態においては、撮像装置200としてMRI装置の場合を説明する。ただし、MRI装
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置に限定されず、X線CT装置や、陽電子撮像装置(PET)等の他の医用画像診断装置でもよい
。このMRI装置は図示しないが、一般的な構成として垂直方向或いは水平方向に均一な磁
場を発生する静磁場磁石と、静磁場に対しX，Y及びZの3軸方向に傾斜磁場を付与する3組
の傾斜磁場発生コイルと、被検体に高周波磁場を照射するRF照射コイルと、被検体から発
生するNMR信号を検出するRF受信コイルと、NMR信号を信号処理する信号処理系と、傾斜磁
場発生コイルおよびRF照射コイルの動作を所定の撮像シーケンスに従い制御するシーケン
サと、信号処理系及びシーケンサに指令を送りその動作を制御するとともに撮像に必要な
種々の計算を行う制御系とを備えている。画像表示装置100は、撮像装置(MRI装置)200と
一体の画像診断装置の一部であってもよいし、撮像装置200とケーブル或いは無線で接続
された独立の表示装置であってもよい。画像診断装置の一部である場合には、上記画像処
理部101は画像診断装置が備える制御系(装置の制御や各種演算を行う部分)がそれを兼ね
ることができる。
【００１１】
　図2は、画像表示装置の制御系に関わる構成の一実施形態を示す図である。本実施形態
において、制御系は、表示の諧調、縮尺、色等を制御する表示制御部111、操作者の操作
に必要なGUIを表示するとともに、GUI上の操作を介して操作者の指令を受付けるGUI部112
、画像データに投影処理、合成処理等の画像処理を施すとともに、GUI部112を介して入力
される指令を受け取り、画像データの座標変換等の計算を行う演算部113、およびこれら
各部の動作を総括的に制御する主制御部110を有している。画像表示装置がMRI装置の一部
である場合には、さらに制御系は、所定の撮像シーケンスに従いMRI装置200のRF送信系、
傾斜磁場発生系などを制御する撮像制御部等を備えている。
【００１２】
　次に、以上のような構成の画像表示装置100が備える3次元画像表示の一例を図3を用い
て説明する。図3は、ディスプレイ104上の画像表示領域を4つの領域に分割して、3次元画
像データを直交3軸方向(AX(アキシャル)方向、COR(コロナル)方向、及びSAG(サジタル)方
向)にそれぞれ投影して得られた3つの2次元投影画像を3つの分割領域にそれぞれ表示し、
残る1領域にこれら3つの投影画像に基づいて、3次元画像データに対して所望の処理を行
った結果の画像を表示する例を示している。これらの投影処理は、CPU101が磁気ディスク
103に記録された所定のプログラムを実行することによって行われる。その際、CPU101は
、磁気ディスク103からメモリ102に3次元画像データを読み出し、そのデータに対して所
定のプログラムに従って投影処理等を行い、その結果をディスプレイ104に表示する。
【００１３】
　(a)図は、互いに直交する3つの投影方向である、AX方向、COR方向、及びSAG方向のそれ
ぞれを示しており、さらに、これら3つの方向とは異なる所望の投影方向を示している。
この所望の投影方向は、後述するように操作者によって設定される。
　(b)図は、4分割された領域のうちの左下部にAX方向投影像を、左上部にCOR方向投影像
を、右上部にSAG方向投影像を、右下部に所望の方向投影像を表示している例を示してい
る。
【００１４】
 この様な直交3方向投影像が表示された状態で、所望の投影方向の指定は、例えば、これ
らの直交3方向投影像上にそれぞれ方向ベクトルを表示し、それぞれの方向ベクトルの方
向を入力手段105を介して指定することによって、それらの3つの方向ベクトルの合成ベク
トルを所望の投影方向とすることができる。この様な操作によって指定された方向に投影
して得られた画像が右下部に表示される。この際に、所望の投影方向が変更される度に、
その投影方向の投影画像の表示を行うか、又は、投影方向が最終的に確定した後にその方
向に投影して得られた投影画像を表示してもよい。
【００１５】
　以上は、3次元画像データの全てを所望の投影方向に投影する場合を説明したが、所望
の投影方向に投影する領域を制限(クリッピング)して、そのクリッピングされた領域のみ
を所望の投影方向に投影することもできる。図4にその一例を示す。図4では、AX方向投影
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像にクリッピング領域401aを、COR方向投影像にクリッピング領域401bを、SAG方向投影像
にクリッピング領域401cを、入力手段105を介してそれぞれ指定する。そして、これらの
クリッピング領域のAND領域、つまり、全クリッピング領域の重なる領域のみを抽出する
。その抽出領域に対して、所望の投影方向に投影して得た投影画像を右下部に表示する。
図では、被検体の右目近傍の領域のみの投影像が得られた例を示している。クリッピング
領域は、少なくとも1つの投影像上で、少なくとも1つ設定されればよい。設定されたクリ
ッピング領域の全てのAND領域が最終的に投影される領域となる。なお、全ての領域のOR
領域をクリッピング領域としても良い。
【００１６】
　次に、上記の様な投影像の生成と表示機能を備えた画像表示装置において実施される、
本発明の投影像生成方法の一実施例について説明する。
【００１７】
　本実施例は、クリッピング領域を所望の方向に移動させながら、若しくは、クリッピン
グ領域のサイズを拡大又は縮小させながら、投影像を作成する例である。つまり、本実施
例は、図4においては、クリッピング領域401a～401cの少なくとも1つを所望の方向に移動
し、若しくは、拡大又は縮小させながら、全てのクリッピング領域のAND領域を所望の投
影方向に投影した投影像を得る。
【００１８】
　クリッピング領域毎のパラメータ設定は、例えば、そのクリッピング領域を入力手段10
5により指定した後に、図5に示すようなダイアログメニューを表示して行うことができる
。
　図5のダイアログメニューは、1．モードの選択、2．方向の選択、3．移動・増加量の選
択、4．作成する投影像の枚数の設定、を有して成り、それぞれのメニューの意味とその
選択肢は、次の通りである。
【００１９】
　最初に、モードの選択は、クリッピング領域を変更させるその仕方を選択するためのメ
ニューで、クリッピング領域のサイズをそのままとして移動させるのみとする「移動」と
、クリッピング領域の中心又は左上隅等の特定の位置をそのままとしてサイズのみ拡張す
る「拡張」と、逆に縮小する「縮小」と、クリッピング領域を移動も変更もしない「その
まま」の選択肢を持つ。図5は、「移動」が選択されている例を示している。
【００２０】
　次に、方向の選択は、クリッピング領域を移動又は拡大・縮小させる方向を選択するた
めのメニューで、4つの方向(上(↑)下(↓)左(←)右(→))の選択肢があり、図5では「↓」
が選択されていて、クリッピング領域を下方向に移動させることが選択されたことを示し
ている。なお、拡大・縮小させる場合は、複数の方向を組み合わせることができる。
【００２１】
　次に、移動・増加量の選択は、クリッピング領域を移動又は拡大・縮小させる場合の増
加量を設定するメニューで、数「ピクセル毎」にクリッピング領域を移動又は拡大・縮小
させか、又は、方向の選択で選択した方向に関するクリッピング領域の辺の長さ毎である
「領域サイズ毎」の選択肢を持つ。「ピクセル毎」を選択する場合は、そのピクセル数も
入力設定する。ただし、後者の場合は、前述のモード：縮小には適用されない。
【００２２】
　次に、作成する投影像の枚数の設定は、移動・増加量の選択で設定した単位で、クリッ
ピング領域を移動又は拡大・縮小しながら、投影像を作成する回数を何回にするかを、そ
の回数を入力して設定するメニューである。
【００２３】
　最後に、OKボタンを押下して、上記選択が設定され、Cancelボタン押下で上記設定が無
効になり、以前のパラメータ設定のままとなる。何れのボタン押下後もこのダイアログの
表示は消去される。
　以上の各設定は、クリッピング領域毎に独立に設定できる。
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【００２４】
　一例として、クリッピング領域401aを下側(↓)に、領域サイズ毎に移動して、2回投影
像の生成を行う場合を図6に示す。(a)は図４に示された状態を表しており、AX方向投影像
にクリッピング領域401aと401bを重ねて表示してある。更にクリッピング領域401cを含め
たAND領域が所望方向の投影像((a)の右側の画像)として生成される。
【００２５】
　次に、クリッピング領域401aを、AX方向投影像上でその下方向(↓)に、クリッピング領
域401aの移動方向の辺の長さだけ、移動した状態を(b)に示す。この状態でクリッピング
領域401a～401cのAND領域を、所望方向に投影して生成した画像が(b)の右側画像となる。
【００２６】
　以上の投影像生成方法の各処理ステップ纏めると図7の様になる。以下、この処理フロ
ーをステップ毎に説明する。この処理フローは、CPU101が、磁気ディスク103に保存され
ているプログラムを読み出して起動することによって実行される。
【００２７】
　ステップ701で、磁気ディスク103に予め格納されている複数のスライス画像データをメ
モリ102上に読み込で、3次元画像データを構築する。
【００２８】
　ステップ702で、基準方向の投影像を作成して表示する。図3に示すように、直交3方向
を基準方向(AX方向，COR方向，及びSAG方向)として、それらの方向毎に3次元画像データ
の投影像を生成して表示する。各基準方向投影像は、図3に示すように、ディスプレイ104
上の4分割された表示領域における各分割領域にそれぞれに表示される。
【００２９】
　ステップ703で、所望の投影方向を設定する。基準方向の投影像の他に、所望方向の投
影像を生成するために、その所望方向を設定する。例えば、図3に示すように、基準方向
の投影像上に表示された方向ベクトル301をそれぞれ入力装置105を介して変更することに
より、所望方向を設定する。CPU101は、3つの方向ベクトルを合成した方向を所望方向と
する。
【００３０】
　ステップ704で、所望の投影方向に3次元画像データを投影して投影像を生成する。生成
した投影像は、例えば図3に示すように、ディスプレイ104上の4分割領域の残りの1領域に
表示する。
【００３１】
　ステップ705で、クリッピング領域を設定する。1以上の基準方向投影像上でクリッピン
グ領域を入力装置105を介して設定する。つまり、マウス等のポインティングデバイスを
用いて、基準方向投影像上でリッピング領域を描画し、必要に応じて描画したクリッピン
グ領域の位置とサイズを修正する。リッピング領域は、異なる基準方向投影像上に複数設
定してもよい。
【００３２】
　ステップ706で、クリッピング領域毎にそのパラメータ設定を行う。例えば、パラメー
タを設定するクリッピング領域を入力装置105を介して指定して、図5に示す様な各種パラ
メータとその選択肢を表示したダイアログを表示して、そのダイアログの中で何れか選択
肢を選択することによって、各種パラメータの設定を行う。
【００３３】
　ステップ707で、ステップ705で設定した各クリッピング領域に基づいて、或いは、繰り
返しの際には後述のステップ709で移動又は拡大・縮小されたクリッピング領域に基づい
て、それらのAND領域の画像データに対して所望方向投影像を生成して表示する。表示は
、ステップ704で表示した所望方向の投影像の表示領域に、この新たに生成された投影像
を上書きして表示する。
　クリッピング領域を自動的に移動又は拡大・縮小させてその都度投影像を生成するので
、操作者が手動で操作する手間を省くことができる。



(7) JP 5052767 B2 2012.10.17

10

20

30

40

【００３４】
　ステップ708で、ステップ706でのパラメータ設定に従って、クリッピング領域を移動又
は拡大・縮小しながら所望方向の投影像を生成する回数が設定回数に達したか否かをチェ
ックする。設定回数に達していれば、ステップ710に移行し、達していなければステップ7
09に移行する。
【００３５】
　ステップ709で、ステップ706のパラメータ設定に従って、クリッピング領域を移動又は
拡大・縮小する。
【００３６】
　ステップ710で、各基準方向の投影像と、生成した全ての所望方向投影像を磁気ディス
ク103に保存する。
【００３７】
　以上説明したように本実施形態によれば、自動的にクリッピング領域を変更してその都
度投影像を生成して確認できるために、3次元画像データにおけるクリッピング領域の調
整のための試行錯誤を無くすことができる。そのため、所望の投影像を得るための操作を
容易にするとともに、短時間で得られることが可能になる。
【００３８】
　以上、本発明の投影像生成方法の実施形態を説明したが、本発明の投影像生成方法は、
上記説明で開示された内容にとどまらず、本発明の趣旨を踏まえた上で他の形態を取りう
る。例えば、上記ステップ702で、直交3方向を基準方向として、それらの方向毎に3次元
画像データの投影像を生成して表示する例をしめしたが、直交3方向に限らず、異なる2方
向への投影像、又は、断面像でも良い。また、ステップ705で矩形のクリッピング領域の
例を示したが、矩形に限らず、円や楕円又は多角形若しくは任意の閉曲線でも良い。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】画像表示装置の一実施形態を示す図
【図２】画像表示装置の制御部の構成を示す図
【図３】3次元画像データの投影像を生成する際の、投影方向と投影像の表示例を示す図
。
【図４】3次元画像データにおけるクリッピング領域の設定の一例を示す図。
【図５】本発明のクリッピング領域の投影条件を設定するダイアログの一例を示す図。
【図６】本発明の投影像生成方法におけるクリッピング領域の自動移動又は拡大・縮小の
一例を示す図。
【図７】本発明の投影像生成方法の処理フローの一例を示す図。
【符号の説明】
【００４０】
　100　画像表示装置
　101　制御部
　102　メモリ
　103　磁気ディスク(記憶装置)
　104　ディスプレイ
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